
電子帳簿保存法とは．．．
所得税法・法人税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件

を満たした上で電磁的記録（電子データ）による保存を可能とすること、及び、電子的に授受

した取引情報の保存義務等を定めた法律のことです。
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令和６年１月１日から

電子取引データの保存が義務化されます！

電子帳簿保存法の

自社で会計システムやExcelな

どを使用して作成した帳簿や書

類をデータのまま保存すること

取引先から紙で受け取った書類

をスキャナで取り込み、画像デー

タを保存すること

PDFやメールなどで取引先へ送

付または受け取った取引情報

をデータで保存すること

任意 任意 義務化

電子取引とは．．．
取引情報（注文書や契約書、請求書などに通常記載される取引年月日、金額、取引先

など）の授受をデータでやり取りして行う取引のことです。請求書や領収書を紙では

なくデータで送ったり受け取りをした場合に電子取引に該当します。 ネット通販であっ

ても、紙で取引情報を受け取った場合には対象となりません。

※次のような方法で取引情報の授受を行った場合、電子取引となります。

電子帳簿保存法に違反した場合（悪質と判断された場合）には罰則があります。
・青色申告の承認の取消し    ・重加算税の加重措置

全事業者が対象！

印刷してもいいで

すが、データは保存

しておきましょう。

例えば．．．インターネットで注文した品物の請求書や領収書が紙で来ない場合、メールに添付されていればその

データを、注文履歴等から請求書や領収書が発行できればそれをデータで保存する必要があります。



年末調整業務についてのお知らせ
源泉所得税納期特例事業主さまは、令和５年7月～12月までの賃金支払分源泉所得税の納付が令和６年

1月２２日（月）までになっています。１２月分賃金支払後随時受け付けますので、税務署から送られ

てきた封筒に入っている源泉徴収簿等に記入の上、従業員の控除証明書（生命保険、地震保険、個人年

金、国民(厚生)年金、小規模企業共済など）、納付書を一緒に商工会までお持ちください。

（源泉徴収簿のファイルも一緒にお持ちください。）

・青色申告の承認の取消し    ・重加算税の加重措置

その他、各種共済を取り扱っ

ております。

お問合せは商工会まで．．．

☎ 08514-2-0376

年末調整関係諸用紙の送付は一律1枚です。
・扶養控除等申告書

・保険料控除申告書

・配偶者控除等申告書

・源泉徴収簿

足らない場合は国税庁のHPから

ダウンロードするか、コピーして

ご使用ください。

令和５年度
商工会会費後期分・青色申告会費

口座引落としのお願い！
口座引き落としにされている事業所様は、商工

会費後期分は令和５年１２月２0日（水）に、

青色申告会費は令和６年2月１日（木）に引落

としになります。口座引き落とし以外の方で全

納済以外の事業所様は振込か商工会窓口までご

持参下さい。連絡頂ければ集金にお伺いいたし

ますのでよろしくお願いいたします。

女性部・青年部

活動報告

１０月１２日(木) 女性部員８名と事務局から２名、

今年は青年部員２名にも快く協力していただき

剪定作業を行いました。年々成長しすぎたつつ

じや竹やぶに苦戦しながら、少ない部員で限界

を感じつつ頑張ってきました。参加いただいた

部員のみなさま、ありがとうございました。

毎年恒例！隠岐神社
つつじの剪定作業

おもてなし交流事業in隠岐の島町♪
11月5日(日)に隠岐の島町商工会女性部の部員さんと交流をしなが

ら、隠岐の島町をガイド付きのバスで巡る観光に出かけました。参加

人数は６名と少なかったのですが８か所の観光地に行き、お昼は爆

弾おにぎりと打ち立ての隠岐そばの定食を美味しくいただきました。

部員で旅行をするのは令和元年の島根県で行われた全国大会以降

３年ぶりとなりました。まだまだ感染症の流行はありますが普段の仕

事から離れ、リフレッシュできた１日でした。

インボイス・電子帳簿保存法 研修会

国民健康保険の保険料を控除し

ている従業員さんがいる方は、役

場から保険料の証明書をもらって

来るようにお伝えください。

11月17日(金)に松江税務署の審理専門官 為石隆志氏による

研修会を開催しました。10月からインボイスが始まり、来年か

ら電子取引データの保存が義務化されることもあり、たくさ

んの会員さんに参加していただきました。

年内の受付は12月27日(水)までです。 ※令和６年１月１日から源泉徴収業務は有料になります。

知らないうちに貯まります！

①申込から請求まで、すべての手続きが商工会で簡単にできます！

➁ ニーズに合わせて加入プランを選べます！(けがの補償、病気の補償、がん補償、生命保障)

➂ 年齢・性別やご職業によって掛金が変わりません！(けがの補償)

➃ けがの補償に“相手方との示談交渉サービス”付きの個人賠償責任保険が自動付帯！

あなたも家族もまるごと守る！頼れる補償！掛金は2,000円から

今年も残りわずかとなりました。日計表の記入、提出は順調にいっていますでしょ

うか？お忙しいとは思いますが、日計表がたまっている事業所様は決算が遅くなり

ますので至急提出をお願い致します。自分でパソコン入力されている事業所様も

１月中旬には入力を完了して下さい。

売上、仕入、経費に軽減税率対象品目がある場合は必ず区分仕訳をして下さい。

（8％、10％の記入）

今年度、消費税を支払う課税事業者の方で本則課税の方は１０月以降の支払いはイ

ンボイスの関係で日計表の記入の仕方が変わっていますのでお気を付けください。

＊12月までの日計表は必ず1月末までに提出をお願いします。

手数料改正により２月１日以降に提出された日計表はすべて

延滞料の対象となりますのでご了承ください。(１ヶ月1,100円)

記帳機械化をご利用の事業所様にお願い

隠岐郷土館 隠岐国分寺 かぶら杉

八百杉

五箇創生館で昼食

西郷港から出発～♪

長期返済

固定金利

１年中いつでも

 申込可能

さまざまな学校

  幅広い用途に

 対応

ネットで

申込完結


